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第５１５回熊本県有明海区漁業調整委員会議事録 

 

 開催日時 令和４年（２０２２年）１２月１２日（月） 午後２時から 

開催場所 県庁本館５階 審議会室 

出席者 

（出席委員）橋本孝 吉本勢治 木山義人 浜口多美雄 藤森隆美 西川幸一 

平山泉 八塚夏樹 佐小田眞智子 

（欠席委員）小森田智大 

（水産振興課）課長補佐 鮫島守 

（事務局）事務局長 宮本政秀 主幹 岡田丘 参事 篠﨑貴史 

参事 郡司掛博昭 

 

議 事 

（１）議題 

議 題 

第１号議案 

知事許可漁業の制限措置の内容及び申請すべき期間について(諮問) 

第２号議案 

熊本県資源管理方針に定める特定水産資源「まあじ」、「まいわし対馬

暖流系群」の知事管理区分に配分する数量について(諮問) 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議長 

定刻になりましたので、ただ今から第５１５回熊本有明海区漁業調

整委員会を開催いたします。 

委員会開催にあたり事務局から御報告いたします。 

本日の委員出席者数は、１０名中９名で過半数に達しておりますの

で、海区漁業調整委員会規程第５条第１項に基づき、本委員会が成立

していることを御報告いたします。 

 

次に、資料の確認をさせて頂きます。 

「第５１５回熊本有明海区漁業調整委員会次第」という資料と「漁

業関係法令集」という冊子を各１部お配りしております。 

過不足等ありませんでしょうか。 

それでは、橋本会長よろしくお願いいたします。 

 

皆さんこんにちは。 
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水産振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年の最後の委員会となりました。本日は２号議案まで上程してあ

ります。慎重審議よろしくお願いいたします。 

それでは、ただ今から第５１５回熊本有明海区漁業調整委員会を開

会いたします。 

議事に入ります前に、海区漁業調整委員会規程第１０条で定められ

ております議事録署名につきまして、本日は藤森委員と平山委員にお

願いいたします。 

また、議事録作成後は、漁業法第１４５条第４項の規定により、熊

本県のホームページに掲載し、公表することとします。 

なお、議事の進行につきましては、皆様の御協力を御願いします。 

それでは議事に入りたいと思います。 

議題の第１号議案「知事許可漁業の制限措置の内容及び申請すべき

期間について」、水産振興課から説明をお願いします。 

 

水産振興課です。本日諮問させていただく知事許可漁業の制限措置

の内容及び申請すべき期間について説明させていただきます。制限措

置とは、漁業種類、漁業時期、操業区域などを総称した用語です。着

座にて説明させていただきます。 

熊本県漁業調整規則には、知事は、新たに漁業の許可をしようとす

るときは、当該知事許可漁業を営む者の数、当該知事許可漁業に係る

船舶等の数等を勘案して、許可する隻数等を内容とした制限措置を定

め、当該制限措置の内容及び許可を申請すべき期間を公示しなければ

ならないと規定されています。また、公示する制限措置の内容及び申

請すべき期間を定めようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意

見を聴かなければならないと規定されています。 

今回諮問させていただく内容について具体的に説明いたします。資

料３ページから５ページに公示を予定している制限措置の案を掲載し

ておりますが、案の内容及び各漁業の概要について、法令集に添付し

ているスライドを用いて説明させていただきます。各スライドのタイ

トルにカッコ書きでスライド番号を付記しております。説明するスラ

イドをこちらの番号でお示し致しますので、スライドを表示している

スクリーン又はお手元の法令集の見やすい方をご覧ください。 

まず、法令集の上から１枚目のスライドの２番になります。新たに

漁業を営みたいと要望のあった新規の許可漁業は、大目流し網漁業、

くちぞこ刺し網漁業、ばいかご漁業です。各漁業について説明いたし

ます。 

最初に、大目流し網漁業についてです。法令集の上から１枚目の裏
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議長 

 

 

委員 

 

議長 

面の３番に漁法を４番に操業区域や隻数を示しています。スライド３

番の図のような漁具を潮流を横切るように設置し、さわら、まながつ

お、たい等を漁獲します。漁業時期は周年となっています。操業区域

は、スライド４番の参考図に橙色で色付けしている有共第１１号共同

漁業権漁場内と青色で色付けしている有共第２１号共同漁業権漁場内

です。許可予定の隻数は１隻、船舶の総トン数及び推進機関の馬力数、

漁業を営む者の資格については資料２ページに記載のとおりとなって

います。大目流し網漁業については、以上です。 

次に、くちぞこ刺し網漁業についてです。法令集の上から２枚目の

表面の５番に漁法を６番に操業区域や隻数を示しています。くちぞこ

刺し網漁業では、スライド５番の図のような漁具を潮流と平行に漁具

を海底に固定して設置し、あかしたびらめやくろしたびらめ等を漁獲

します。今回、公示する制限措置の漁業時期は周年となっています。

操業区域は、スライド６番の参考図に緑色で色付けしている有共第４

号共同漁業権漁場内です。許可予定の隻数は１隻、船舶の総トン数及

び推進機関の馬力数、漁業を営む者の資格については資料３ページに

記載のとおりとなっています。くちぞこ刺し網漁業については、以上

です。 

最後にばいかご漁業についてです。スライドは、７番と８番です。

スライド７番の右上の図のような漁具を海底に設置し、ばいがいを漁

獲します。漁期は、３月から１２月までとなっており、有明海、不知

火海で操業されています。今回、公示を予定している操業区域は、ス

ライド８番の参考図に赤色で色付けしている有共第７号共同漁業権漁

場内です。許可予定の隻数は１隻、船舶の総トン数及び推進機関の馬

力数、漁業を営む者の資格については資料４ページに記載のとおりと

なっています。ばいかご漁業については、以上です。 

最後に許可の申請期間についてです。スライド９番をご覧ください。

申請期間は、令和４年（２０２２年）１２月１４日から１２月１６日

までを予定しています。 

以上で説明を終わります。御審議のほど宜しくお願い致します。 

 

ただ今、水産振興課から、第１号議案について説明がありましたが、

委員の皆様から御意見、御質問はございませんか。 

 

異議なしの声 

 

はい。それでは特にないようですので、第 1号議案については、特
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委員 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

水産振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に異議なく、「意見なし」と答申してよろしいですか。 

 

はい。 

 

 はい、それでは第 1号議案については「特に意見なし」と答申いた

します。 

続きまして第２号議案「熊本県資源管理方針に定める特定水産資源

「まあじ」、「まいわし対馬暖流系群」の知事管理区分に配分する数量

について」、水産振興課の説明をお願いいたします。 

 

水産振興課です。 

 第２号議案「熊本県資源管理方針に定める特定水産資源「まあじ」、

「まいわし対馬暖流系群」の知事管理区分に配分する数量について」

諮問させていただきます。座って説明させていただきます。 

資料は１４ページをご覧ください。令和５年１月１日から始まる令

和５管理年度の「まあじ」、「まいわし対馬暖流系群」の本県の都道

府県別漁獲可能量の配分量の通知が水産庁からあり、知事管理区分及

び県留保枠への配分量を決める必要があります。熊本県の配分量につ

いては、どちらも「現行水準」となりました。現行水準となった過程

については、次のページをご覧ください。 

まず、漁業法に基づく新たな資源管理の流れを簡単にご説明します。

「新たな資源管理の流れ」という水産庁の資料を載せております。図

の左上をご覧ください。まずは、対象となる魚の資源量を調べるため、

「資源調査」を行います。次に、その「資源調査」の結果をもとに、

資源の状況について「資源評価」を行います。そして、資源を維持し

ながら最大の漁獲量が得られるよう「資源管理目標」を定め、その目

標をもとに「管理措置」を実施します。管理措置に基づいて、実際に

漁業者による「操業」が行われ、操業データは次の「資源調査」に活

用される、という流れで資源管理が行われております。 

漁獲量の上限を定めたあとの流れを下の図で説明いたします。まず

年間漁獲可能量、つまり日本全体で年間に漁獲してよい上限値を水産

庁が定め、大臣許可漁業を対象とした大臣管理漁獲可能量、各都道府

県の沿岸漁業を対象とした都道府県別漁獲可能量、想定外の漁獲に備

えるための国の留保枠に配分します。その後、本県では国の配分を受

け、都道府県別漁獲可能量を知事管理漁獲可能量と県留保枠に配分す

るという流れになります。 

次のページをご覧ください。漁獲可能量の配分について具体的に示
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議長 

 

 

議長 

 

藤森委員 

 

 

水産振興課 

 

 

 

 

 

すために、前年の令和４年漁期における「まあじ」の漁獲可能量と漁

獲実績を図に示しました。年間漁獲可能量は１５．６万トン、そのう

ち大臣管理漁獲可能量は５．８万トン、都道府県別漁獲可能量は８．

８万トン、国の留保枠は１．０万トンと配分されました。都道府県別

漁獲可能量には、内訳として数量明示５．５万トンと現行水準３．３

万トンという区分があります。数量明示とは、漁獲量の多い都道府県

に、具体的な数値で配分されることです。現行水準とは、熊本県のよ

うにわずかな漁獲しかない、資源への影響が比較的小さい県には漁獲

上限が数値で示されず「若干量」として配分されることです。しかし

管理が不要なわけではなく、むやみに漁獲量を増やすことがないよう

な管理が求められ、漁獲量の報告義務も適応されます。配分量が「若

干量」の場合は、熊本県資源管理方針において都道府県別漁獲可能量

の全量を知事管理漁獲可能量に配分することとされていますので、県

留保枠は「なし」となっております。 

ページが前後しますが、資料の１４ページをご覧ください。熊本県

の配分量はどちらも「現行水準」、先ほどの資料で説明させていただ

きましたが、数値の定めのない「若干量」という割り当てがされまし

た。ですので、熊本県の漁獲可能量については令和４年と同様、現行

水準としたいと考えています。 

以上の、「まあじ」、「まいわし対馬暖流系群」に関する令和５管

理年度における知事管理区分配分する数量について、御審議の程よろ

しくお願いします。 

 

ただいま水産振興から第２号議案について説明がありましたが、委

員の皆様から御意見、御質問はございませんか。 

 

はい、藤森委員。 

 

７ページの上から２番目、これＴＡＣとＩＱが一緒になっているけ

ど、ＩＱは輸入だったろう。 

 

ＴＡＣというのはトータルの漁獲量を決めてる管理方法、ＩＱとい

うのはですね、さらに個別にですね、例えばＡという船が何トン獲っ

ていい、Ｂという船が何トン獲っていいというように、個別にですね、

それぞれさらに細かく配分量を決めたというような感じになります。

どちらも獲っていい量が決まっているということに違いはございませ

ん。 
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藤森委員 

 

 

藤森委員 

 

 

 

平山委員 

 

藤森委員 

 

議長 

 

平山委員 

 

 

 

 

 

 

 

藤森委員 

 

平山委員 

 

 

藤森委員 

 

 

平山委員 

 

 

 

議長 

 

 

 

だから我々の感覚で言ったら輸入の枠に入っているものをＩＱと言

ってた。それとは違うのか。 

 

例えばね、中国からノリが２０万トンのＩＱ枠が入っている。韓国

が１５万トンのＩＱ枠が入っている。今は３０万、いや２０何万トン

だったかな。そのＩＱの枠とマイワシのＩＱは違うのかな。 

 

ここにあるＩＱは輸入枠のＩＱとは別物です。関係ないです。 

 

輸入枠じゃないわけだな。じゃあ分かった。 

 

じゃあいいですか。他にございませんか。 

 

先日、広域漁調委がございまして、私出席させていただいて、その

中でも資源評価の話をしておりまして、マイワシがですね、ここ数年、

資源が増えつつある。多分、昭和５０年前後以来、４０年ぶりぐらい。

資源が少しずつ増えているという明るいお話がございました。かつて

のようにですね、また、マイワシがわくような時代が来ればいいなと

いう思いで話を聞いておりましたが、残念ながら県内にはもうマイワ

シを獲る漁業がなくなってしまいましたけれども。 

 

あれは棒受だったかな。 

 

まき網は全部廃業してしまいまして、牛深のまき網はなくなりまし

た。 

 

テレビでありよったけど、（うわーっと飛んでから）あれ巻いて獲っ

ていた。 

 

棒受じゃないですかね。棒受けはまだ牛深に残っていますけど。 

また魚が増えればいいなという思いで聞いておりました。以上でご

ざいます。 

 

それでは他にございませんか。 
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議長 

 

 

 

 

水産振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

委員 

 

議長 

 

事務局 

 

議長 

ないようですので、第２号議案「令和４年度全国海区漁業調整委員

会連合会九州ブロック会議に係る各県海区漁業調整委員会の提案議題

に対する意見について」は、第２号議案については、事務局が示した

案のとおり回答してよろしいですか。 

 

すいません。よろしいでしょうか。マイクをいただいたので。先ほ

どのＴＡＣ管理のところ、年間漁獲可能量７ページですね、トータル

アロウアブルキャッチの頭文字をとってＴＡＣと言うんですけど、個

別の管理は７ページの上の方にインディビジュアルクォータと書いて

ありまして、先ほどＩＱと言ったのが個別割当方式という形で、漁獲

可能量を漁業者とか漁船ごとに割り当てる方式をインディビジュアル

クォータと言います。 

先ほど藤森委員さんの方から言われていたＩＱ、海苔の方はですね

インポートクォータといってですね、輸入の枠という言い方になりま

すので、同じＩＱという言い方をしてもですね、意味が異なるという

ことです。すみません。補足の説明をさせていただきました。以上で

す。 

 

はい、他にございませんか 

それでは第２号議案については「特に意見なし」で答申します。 

本日、事務局が予定した議事は以上ですが、委員の皆様から他に何

かございませんか。 

 

意見なしの声 

 

事務局からはありませんか。 

 

ありません。 

 

それでは、これをもちまして第５１５回熊本県有明海区漁業調整委

員会を閉会いたします。皆さんお疲れでございました。 

 

 


